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(57)【要約】
　【課題】　親子関係を長期にわたり特定できるよう家
系情報を維持する。
　【解決手段】　家系情報記録紙７４は、寺院で保管さ
れ、かつ、家系情報を記録するためのものである。家系
情報記録紙７４は、台紙７２に貼り付けられている。家
系情報記録紙７４は、名前記載欄８０と、親族名記載欄
８４と、寺院名記載欄８８とを備える。親族名記載欄８
４は、名前記載欄８０に名前が記載された者の親と子と
のうち少なくとも一方の名前を記載する欄である。寺院
名記載欄８８は寺院の名称を記載する欄である。その寺
院は、親族名記載欄８４と同一の名前が名前記載欄８０
に記載された家系情報記録紙７４を保管する。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　保管施設で保管され、かつ、親子関係を示す家系情報を記録するための家系情報記録紙
であって、
　名前記載欄と、
　前記名前記載欄に名前が記載された者の親と子とのうち少なくとも一方の名前を記載す
るための親族名記載欄と、
　施設名を記載するための施設名記載欄とを備え、
　前記施設名は、前記親族名記載欄と同一の名前が前記名前記載欄に記載された前記家系
情報記録紙を保管する前記保管施設を示す、家系情報記録紙。
【請求項２】
　前記親族名記載欄は、
　前記名前記載欄に名前が記載された者の親の名前を記載するための尊属名記載欄と、
　前記名前記載欄に名前が記載された者の子の名前を記載するための卑属名記載欄とを有
し、
　前記施設名記載欄は、
　前記親の名前が前記名前記載欄に記載された前記家系情報記録紙を保管する前記保管施
設の名称を記載するための尊属情報所在欄と、
　前記子の名前が前記名前記載欄に記載された前記家系情報記録紙を保管する前記保管施
設の名称を記載するための卑属情報所在欄とを有する、請求項１に記載の家系情報記録紙
。
【請求項３】
　前記尊属情報所在欄は、前記保管施設として寺院の名称を記載する欄を有する、請求項
２に記載の家系情報記録紙。
【請求項４】
　前記親族名記載欄は、前記名前記載欄に名前が記載された者の配偶者の名前を記載する
ための配偶者名記載欄をさらに有し、
　前記施設名記載欄は、前記配偶者の名前が前記名前記載欄に記載された前記家系情報記
録紙を保管する前記保管施設の名称を記載するための配偶者情報所在欄をさらに有する、
請求項１に記載の家系情報記録紙。
【請求項５】
　保管施設で保管され、かつ、親子関係を示す家系情報を記録するための家系情報記録帳
であって、
　複数の家系情報記録紙を備え、
　前記家系情報記録紙は、
　名前記載欄と、
　前記名前記載欄に名前が記載された者の親と子とのうち少なくとも一方の名前を記載す
るための親族名記載欄と、
　施設名を記載するための施設名記載欄とを備え、
　前記施設名は、前記親族名記載欄と同一の名前が前記名前記載欄に記載された前記家系
情報記録紙を保管する前記保管施設を示す、家系情報記録帳。
【請求項６】
　前記家系情報記録帳は、前記家系情報記録紙に加え、一定の幅で折畳まれた台紙をさら
に備え、
　前記家系情報記録紙は、前記台紙の折り目と折り目との間に貼り付けられており、前記
台紙の折り目と折り目との間隔よりも幅が広く、かつ、前記台紙の折り目と折り目との間
隔よりも狭い間隔で折畳まれた紙である、請求項５に記載の家系情報記録帳。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、家系情報記録紙および家系情報記録帳に関し、特に、親子関係を長期にわた
り特定できるよう家系情報を維持するための家系情報記録紙および家系情報記録帳に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　誰が祖先なのか知りたいという要望がある。この要望を満たすために最も適した方法は
戸籍を調べることである。
【０００３】
　日本においては、自治体が戸籍を管理している。戸籍は、和紙に記載された文書あるい
は電子化されたデータとして保管されている。
【０００４】
　なお、以上本発明についての従来の技術を、出願人の知得した一般的技術情報に基づい
て説明したが、出願人の記憶する範囲において、出願前までに先行技術文献情報として開
示すべき情報を出願人は有していない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、戸籍に基づいて祖先を知ることは案外困難であるという問題点がある。
日本における戸籍制度の歴史をたどれば明らかなように、親子関係を長期にわたり特定で
きるよう戸籍を管理することが困難なためである。そのような管理が困難な原因としては
政権の交代があげられる。そもそも戸籍とは政府が国民を管理するために作成されたもの
だからである。
【０００６】
　本発明は上述の問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、親子関係
を長期にわたり特定できるよう家系情報を維持することを可能とする家系情報記録紙およ
び家系情報記録帳を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明のある局面に従うと、家系情報記録紙は、保管施設
で保管され、かつ、家系情報を記録するためのものである。家系情報は親子関係を示す。
家系情報記録紙は、名前記載欄と、親族名記載欄と、施設名記載欄とを備える。親族名記
載欄は、名前記載欄に名前が記載された者の親と子とのうち少なくとも一方の名前を記載
する欄である。施設名記載欄は施設名を記載する欄である。施設名は、親族名記載欄と同
一の名前が名前記載欄に記載された家系情報記録紙を保管する保管施設を示す。
【０００８】
　名前記載欄に記載された名前と親族名記載欄に記載された名前とにより、親と子との名
前が特定できる。施設名記載欄に記載された施設名を参照すれば親族名記載欄に記載され
た者についての家系情報記録紙がどの施設に保管されているか特定できる。その施設に行
き、かつ、家系情報記録紙を参照すれば、１世代前における親と子との名前が特定できる
。同様のことを繰返せば祖先を特定することができる。この際、家系情報記録紙は分散し
て保管されている。分散して保管されていることにより、家系情報記録紙のすべてが失わ
れる可能性は極めて少なくなる。その上、家系情報記録紙が保管されている施設の名称が
記載されているので、家系情報記録紙が別の施設に移されたとしても、どこの施設に移さ
れたかを特定することが容易になる。その結果、親子関係を長期にわたり特定できるよう
家系情報を維持することが可能になる。
【０００９】
　また、上述の親族名記載欄は、尊属名記載欄と卑属名記載欄等を有することが望ましい
。尊属名記載欄は、名前記載欄に名前が記載された者の親の名前を記載する欄である。卑
属名記載欄は、名前記載欄に名前が記載された者のこの名前を記載するための欄である。
併せて、施設名記載欄は、尊属情報所在欄と卑属情報所在欄等を有することが望ましい。
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尊属情報所在欄は、親の名前が名前記載欄に記載された家系情報記録紙を保管する保管施
設の名称を記載する欄である。卑属情報所在欄は、子の名前が名前記載欄に記載された家
系情報記録紙を保管する保管施設の名称を記載する欄である。
【００１０】
　親または子の一方のみについて名前と施設名とが明らかになる場合に比べ、家系情報記
録紙のいずれかが失われたときにおける親子関係の特定が容易である。
【００１１】
　もしくは、上述の尊属情報所在欄は、保管施設として寺院の名称を記載する欄を有する
ことが望ましい。
【００１２】
　また、上述の親族名記載欄は、配偶者名記載欄をさらに有することが望ましい。配偶者
名記載欄は、名前記載欄に名前が記載された者の配偶者の名前を記載するための欄である
。併せて、施設名記載欄は、配偶者情報所在欄をさらに有することが望ましい。配偶者情
報所在欄は、配偶者の名前が名前記載欄に記載された家系情報記録紙を保管する保管施設
の名称を記載するための欄である。
【００１３】
　配偶者の名前及びその配偶者についての家系情報記録紙が保管されている保管施設の名
称が記載されていることにより、姻戚関係が明らかなることに加え、その配偶者に関する
親子関係が特定できる。これにより、配偶者の血族についての家系情報記録紙が一部失わ
れたときに、その配偶者についての親子関係の特定が可能となり得る。
【００１４】
　本発明の他の局面に従うと、家系情報記録帳は、保管施設で保管され、かつ、家系情報
を記録するためのものである。家系情報は親子関係を示す。家系情報記録帳は、複数の家
系情報記録紙を備える。家系情報記録紙は、名前記載欄と、親族名記載欄と、施設名欄と
備える。親族名記載欄は、名前記載欄に名前が記載された者の親と子とのうち少なくとも
一方の名前を記載する。施設名欄は、施設名を記載する。説明は、親族名記載欄と同一の
名前が名前記載欄に記載された家系情報記録紙を保管する保管施設を示す。
【００１５】
　名前記載欄に記載された名前と親族名記載欄に記載された名前とにより、親と子との名
前が特定できる。施設名記載欄に記載された施設名を参照すれば親族名記載欄に記載され
た者についての家系情報記録紙がどの施設に保管されているか特定できる。その施設に行
き、かつ、家系情報記録紙を参照すれば、１世代前における親と子との名前が特定できる
。同様のことを繰返せば祖先を特定することができる。この際、家系情報記録紙は分散し
て保管されている。分散して保管されていることにより、家系情報記録紙のすべてが失わ
れる可能性は極めて少なくなる。その上、家系情報記録紙が保管されている施設の名称が
記載されているので、家系情報記録紙が別の施設に移されたとしても、どこの施設に移さ
れたかを特定することが容易になる。その結果、親子関係を長期にわたり特定できるよう
家系情報を維持することが可能になる。
【００１６】
　また、上述した家系情報記録帳は、家系情報記録紙に加え、一定の形で降りたたまれた
台紙をさらに備えることが望ましい。併せて、家系情報記録紙は、台紙の折り目と折り目
との間に貼り付けられており、台紙の折り目と折り目との間隔よりも幅が広く、かつ、台
紙の折り目と折り目との間隔よりも狭い間隔で折畳まれた紙であることが望ましい。
【００１７】
　台紙の折り目と折り目との間に家系情報記録紙が貼り付けられており、台紙の折り目と
折り目との間隔よりも家系情報記録紙の幅が広く、かつ、台紙の折り目と折り目との間隔
よりも狭い間隔で折畳まれているので、台紙の折り目を開くと家系情報記録紙も開くこと
ができ、台紙の折り目を閉じた際には台紙の間に家系情報記録紙を畳んで綴じ込むことが
できる。これにより、見るときは見やすくでき、かつ、片付けるときはコンパクト化する
ことができる。
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【発明の効果】
【００１８】
　本発明に係る家系情報記録紙及び家系情報記録帳は、親子関係を長期にわたり特定でき
るよう家系情報を維持できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。以下の説明では、同
一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同一である。したがっ
て、それらについての詳細な説明は繰返さない。
【００２０】
　図１は、本実施の形態に係る家系情報保存システム５０の構成を示す概念図である。本
実施の形態において、『家系情報』とは、親子関係を示す情報のことである。図２は、家
系情報記録帳５４の構成を示す図である。図３は、家系情報記録紙７４の構成を示す図で
ある。
【００２１】
　本実施の形態に係る家系情報保存システム５０は、多数の家系情報記録帳５４と、寺院
名記憶コンピュータ５６とを備える。
【００２２】
　家系情報記録帳５４は、寺院５２に保管されている（図１においては１つの寺院５２に
つき１つの家系情報記録帳５４を示している）。家系情報記録帳５４は、家系情報を記録
するための帳面である。寺院名記憶コンピュータ５６は、本山５８に設置されており、各
寺院５２の名称を記憶している。
【００２３】
　家系情報記録帳５４は、表紙７０と、台紙７２と、家系情報記録紙７４とを有する。表
紙７０は、家系情報記録帳５４の表面となって台紙７２と家系情報記録紙７４とを保護す
る。台紙７２は、一定の幅で折畳まれている。家系情報記録紙７４は、台紙７２の折り目
と折り目との間に貼り付けられている。図２から明らかなように、家系情報記録紙７４は
四つ折りにされている。家系情報記録紙７４における折り目と折り目との間隔は、台紙７
２における折り目と折り目との間隔よりも狭い。そして、家系情報記録紙７４の幅は、台
紙７２の折り目と折り目との間隔よりも広い。
【００２４】
　家系情報記録紙７４は、名前記載欄８０と、続柄記載欄８２と、親族名記載欄８４と、
誕生日命日記載欄８６と、寺院名記載欄８８と、備考欄９０とを備える。
【００２５】
　名前記載欄８０は、故人の戒名と俗名とを記載する欄である。続柄記載欄８２は、故人
から見た続柄を記載する欄である。親族名記載欄８４は、親族の名前を記載する欄である
。誕生日命日記載欄８６は、親族名記載欄８４に名前が記載された者の誕生日と命日とを
記載する欄である。寺院名記載欄８８は、寺院５２の名称を記載する欄である。名称が記
載されるのは、親族名記載欄８４に名前が記載された者についての家系情報記録紙７４が
保管されている寺院５２である。備考欄９０は、親族名記載欄８４に名前が記載された者
についての略歴などを任意に記載する欄である。
【００２６】
　図３に示す家系情報記録紙７４において（ちなみに、家系情報記録紙７４につけられて
いる折り目は図３において図示していない）、続柄記載欄８２のうち『父』と記載された
欄の真下の欄（尊属名記載欄１００）には故人の父の名前を記載する。その下の欄には故
人の父の生年月日と命日とを記載する。そのさらに下の欄すなわち『父』と記載された欄
の２つ下の欄（尊属情報所在欄１０２）には寺院５２の名称を記載する。名称が記載され
るのは、故人の父の名前が名前記載欄８０に記載された家系情報記録紙７４を保管する寺
院である。続柄記載欄８２のうち『母』と記載された欄の下にある欄についても同様に記
載する。続柄記載欄８２のうち『同伴』と記載された欄の真下の欄（配偶者名記載欄１０
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４）には故人の配偶者の名前を記載する。その下の欄には故人の配偶者の生年月日と命日
とを記載する。そのさらに下の欄すなわち『同伴』と記載された欄の２つ下の欄（配偶者
情報所在欄１０６）には寺院５２の名称を記載する。名称が記載されるのは、故人の配偶
者の名前が名前記載欄８０に記載された家系情報記録紙７４を保管する寺院である。続柄
記載欄８２のうち『子』と記載された欄の真下の欄（卑属名記載欄１０８）には故人の子
の名前を記載する。その下の欄には故人の子の生年月日と命日とを記載する。そのさらに
下の欄すなわち『子』と記載された欄の２つ下の欄（卑属情報所在欄１１０）には寺院５
２の名称を記載する。名称が記載されるのは、故人の子の名前が名前記載欄８０に記載さ
れた家系情報記録紙７４を保管する寺院である。続柄記載欄８２のうち空欄の真下の欄に
は、故人の子その他の親族の名前を記載する。ただしこの場合、続柄記載欄８２の空欄に
は、名前が記載された者の故人から見た続柄を記載する。この場合、その空欄の下の各欄
についても、故人の父や子の場合と同様にして名前や寺院５２の名称を記載する。
【００２７】
　また、家系情報記録紙７４は、墓地欄９４と記入者欄９６とをさらに備える。墓地欄９
４には故人が葬られている墓地の名称を記載する。記入者欄９６には家系情報記録紙７４
に記載を行った者の名前を記載する。本実施の形態において、記入者欄９６は、家系情報
記録紙７４を閲覧しようとする者に対して閲覧を許可する権限を有する者を示す欄でもあ
る。つまり、記入者欄９６に名前が記載されている者の許可がない場合、家系情報記録紙
７４を管理する者は閲覧を拒絶しなければならない。
【００２８】
　図４は、寺院名記憶コンピュータ５６が記憶している情報の概念図である。寺院名記憶
コンピュータ５６は、寺院５２の名称（寺院名）と、『設置状況』と、『所在地』と、『
受入寺院』と、『委託寺院』とを寺院５２毎に対応付けて記憶している。『設置状況』は
、寺院５２が存続しているが否かを示す。『所在地』は、寺院５２の所在地に関する最新
情報（寺院５２が廃絶しているときは廃絶した時点の所在地）を示す。『受入寺院』は、
家系情報記録帳５４あるいは家系情報記録紙７４であって廃絶した寺院５２に保管されて
いたものがもともと保管されていた寺院５２（すなわち廃絶した寺院５２）の名称を示す
。『委託寺院』は、家系情報記録帳５４あるいは家系情報記録紙７４を移した寺院５２を
示す。『委託寺院』として寺院５２の名称が記憶されるのは、家系情報記録帳５４あるい
は家系情報記録紙７４を保管する寺院５２が廃絶したときである。
【００２９】
　なお、寺院５２の名称（寺院名）と、『設置状況』と、『所在地』と、『受入寺院』と
、『委託寺院』とを対応付けて記憶するための具体的な構成は特に限定されない。たとえ
ば、これらの情報を隣り合うアドレスに記憶させても良い。
【００３０】
　また、寺院名記憶コンピュータ５６のハードウェア構成自体は、周知のパーソナルコン
ピュータと同一である。したがって、ここではその詳細な説明を繰返さない。
【００３１】
　以上のような構成に基づき、家系情報保存システム５０の利用方法について説明する。
【００３２】
　［家系情報記録紙７４を作成するとき］
　ある者が死去したとき、寺院５２の住職は、家系情報記録紙７４と図５に示すような注
意書きとを故人の後継者あるいは施主に渡す。家系情報記録紙７４と注意書きとを渡され
た者は、住職の説明を聞き、かつ、注意書きの内容を熟読した上で、家系情報記録紙７４
に必要事項を記載し（つまり名前記載欄８０に故人の名前を記載したり、親族名記載欄８
４に親族の名前を記載したり、記入者欄９６に自分の名前を記載したりする）、住職にそ
れを提出する。住職はその家系情報記録紙７４を家系情報記録帳５４に貼り付けて書庫（
図示せず）に保管する。なお、保管の際、住職などによって家系情報記録紙７４の浄書が
行われてもよい。
【００３３】
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　［ある者が自分の祖先を知りたいと考えたとき］
　自分の祖先を知りたい者は自分の父についての家系情報記録紙７４が保管されている寺
院５２を訪ねる。その寺院５２において、その父についての家系情報記録紙７４を参照す
ると、その者の祖父母についての家系情報記録紙７４が保管されている寺院５２の名称が
判明する。もちろん祖父母の名前も判明する。つぎに、その者は、祖父母についての家系
情報記録紙７４がされている寺院５２を訪ねる。その寺院５２において祖父母についての
家系情報記録紙７４を参照すると、曾祖父母についての家系情報記録紙７４が保管されて
いる寺院５２の名称が判明する。もちろん曾祖父母の名前も判明する。これを繰返すこと
により、その者は自分の祖先を順次知ることができる。なお、尊属情報所在欄１０２に記
載されている寺院５２の所在が分からない場合、その者は本山５８を訪ねて、寺院名記憶
コンピュータ５６の操作を依頼し、所在が分からなくなった寺院５２の所在を教わったり
、所在が分からなくなった寺院５２に保管されていた家系情報記録紙７４が現在どの寺院
５２に保管されているか教わったりする。
【００３４】
　以上のようにして、本実施の形態にかかる家系情報保存システム５０は、家系情報記録
紙７４の名前記載欄８０に名前が記載された者の親子関係を蓄積する。家系情報保存シス
テム５０は、多数の家系情報記録帳５４と寺院名記憶コンピュータ５６とを備えており、
それらの家系情報記録帳５４は複数の寺院５２に分散して保管されているので、家系情報
記録紙７４の一部が失われても残った情報から親子関係を特定することが可能である。そ
のため、家系情報記録紙７４の一部はともかく全体が失われる可能性は極めて低くなる。
【００３５】
　今回開示された実施形態はすべての点で例示である。本発明の範囲は上述した実施形態
に基づいて制限されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の設計変更を
してもよいのはもちろんである。
【００３６】
　たとえば、家系情報記録紙７４は、家系情報記録帳５４の台紙７２に貼りつけられてい
なくとも良い。家系情報記録紙７４は、複数の家系情報記録紙７４と共に一冊の本として
綴じられていてもよいし、図示しない箱や厨子に納められていても良い。家系情報記録紙
７４が綴じられていない場合、その裏面（この場合、表面とは、名前記載欄８０が設けら
れている面を意味する）に思い出欄（図示せず）を設けても良い。思い出欄は、故人の家
族が故人についての思い出を記載する欄である。
【００３７】
　また、名前記載欄８０とそれ以外の欄とは、互いに別の面に設けられていてもよい。例
えば、家系情報記録紙７４の片面に名前記載欄８０が設けられており、それ以外の各欄が
家系情報記録紙７４の他面に設けられていても良い。
【００３８】
　また、家系情報記録紙７４や家系情報記録帳５４は、寺院５２以外の保管施設で保管さ
れていても良い。この場合、寺院名記憶コンピュータ５６は、寺院５２の名称ではなく、
その保管施設の名称を記憶することとなる。ちなみに、寺院名記憶コンピュータ５６は、
必ずしも必要でない。寺院５２などといった保管施設の名称というものは、コンピュータ
に記憶させておかなくても、どこかに記録されているものだからである。その記録を辿り
、保管施設の統廃合の歴史を調べれば、家系情報記録紙７４や家系情報記録帳５４が作成
された後に長い年月が経過したとしても、どこにそれらが保管されているか調べることは
可能である。寺院の場合、その傾向は特に顕著である。寺院名記憶コンピュータ５６の代
わりに、それに記憶されるはずの情報を記載した書籍を本山５８に保管してもよい。
【００３９】
　また、親族名記載欄８４において、尊属名記載欄１００と卑属名記載欄１０８とのうち
一方は必ずしも必要でない。配偶者名記載欄１０４も必ずしも必要ではない。寺院名記載
欄８８においても、尊属情報所在欄１０２と卑属情報所在欄１１０とのうち一方は必ずし
も必要でなく、配偶者情報所在欄１０６は必ずしも必要ではない。
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【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の実施の形態にかかる家系情報保存システムの構成を示す概念図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る家系情報記録帳の構成を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る家系情報記録紙の構成を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る寺院名記憶コンピュータが記憶している情報の概念図
である。
【図５】本発明の実施の形態に係る注意書きを示す図である。
【符号の説明】
【００４１】
５０　家系情報保存システム
５２　寺院
５４　家系情報記録帳
５６　寺院名記憶コンピュータ
５８　本山
７０　表紙
７２　台紙
７４　家系情報記録紙
８０　名前記載欄
８２　続柄記載欄
８４　親族名記載欄
８６　誕生日命日記載欄
８８　寺院名記載欄
９０　備考欄
９４　墓地欄
９６　記入者欄
１００　　　尊属名記載欄
１０２　　　尊属情報所在欄
１０４　　　配偶者名記載欄
１０６　　　配偶者情報所在欄
１０８　　　卑属名記載欄
１１０　　　卑属情報所在欄
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